
高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱 

  （令和２年10月15日制定） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症の影響により生産活動に係る事業の収入が減少している就労継

続支援Ｂ型事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労

働省令第19号）第６条の10第２号に規定する就労継続支援Ｂ型を行う事業所をいう。以下同じ。）における利

用者の工賃（生産活動を行った利用者に対して，当該生産活動の対価として支払うべき金銭をいう。以下同

じ。）を維持するため，就労継続支援Ｂ型事業所を運営する者に対して高知市就労継続支援事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて，補助金等の交付に関する条例（昭和29年条例第19号）に定

めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次に掲げる要件を満たす就労継続支

援Ｂ型事業所を運営する者とする。 

⑴ 令和２年３月31日において，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号。以下「法」という。）に基づく就労継続支援Ｂ型事業所の指定を受けていること。 

⑵ 第６条第１項の申請の日において事業を継続していること。 

２ 前項の規定にかかわらず，補助対象者が高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成23年規則第28

号。以下「規則」という。）第４条各号のいずれかに該当すると認める場合は，補助金の交付の対象としない。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，令和５年４月から12月までの各

月に次の各号のいずれかに該当する利用者（以下「対象利用者」という。）に支払う工賃について，生産活動

に係る事業の収入のみから支払うものとした場合における工賃の月額に，当該月額と当該各月に対応する令和

元年度の月に当該対象利用者に支払った工賃の月額（当該対象利用者が令和元年度の当該月に当該就労継続支

援Ｂ型事業所を利用しなかった場合にあっては，令和元年度の当該月における平均工賃月額（当該就労継続支

援Ｂ型事業所における利用者１人当たりの工賃の平均月額をいう。））との差額を超えない額を上乗せして対

象利用者に支払う事業とする。 

 ⑴ 本市から法第19条第１項に規定する支給決定を受けている者 

 ⑵ 本市以外の市町村から法第19条第１項に規定する支給決定を受けており，かつ，本市の住民基本台帳に記

録されている者 

（補助対象経費及び補助基準額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助対象者が行う補助対象事業

に要する経費（当該上乗せする部分に限る。）とする。ただし，他の補助金等において補助の対象となる経費

を除く。 

２ 補助基準額は，対象利用者１人につき１月当たり15,000円とする。 

（補助金額） 

第５条 補助金額は，補助対象経費の額又は前条第２項の規定により算定した補助基準額のいずれか少ない方の

額を限度として予算の範囲内において，市長が認める額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助対象者は，補助金の交付を受けようとするときは，補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を

添えて，市長に申請しなければならない。 

２ 補助対象者は，前項の申請に当たっては，当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税

額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が



あるときは，これを減額して申請しなければならない。ただし，申請時において当該消費税仕入控除税額等が

明らかでないものについては，この限りでない。 

３ 第１項の申請は，令和５年４月から12月までの期間を３か月ごとに区分した期間に行う補助対象事業ごとに

行わなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条第１項の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，補助金の交付の可否を決定し，

適当と認めたときは補助金交付決定通知書（様式第２号）により，適当でないと認めたときは所定の補助金交

付却下通知書により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付決定に際し，必要な条件を付することができる。 

 （交付申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）は，そ

の内容又はこれに付された条件に不服があり，交付申請を取り下げようとするときは，当該交付決定の通知を

受けた日から２週間以内に，その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により市長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。 

（変更承認等） 

第９条 補助事業者は，補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について，事業内容を変

更し，中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ補助事業変更等承認申請書（様式第３号）により，

市長に申請し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，変更等の可否を決定し，所定の補助事業

変更等承認（否認）通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，速やかに実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて，

市長に報告しなければならない。 

２ 第６条第２項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は，前項の報告に当たって当該補助金に係る

消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は，これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第11条 市長は，前条第１項の報告があったときは，速やかにその内容を審査し，補助事業の成果が補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金額を確定し，補助金額確定

通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第12条 補助事業者は，前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは，補助金交付請求書（様式第６号）

により市長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は，前項の請求があったときは，速やかにその内容を審査し，適当と認めたときは，補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の概算払） 

第13条 市長は，補助事業について必要があると認めるときは，補助金の概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は，概算払を受けようとするときは，補助金概算払請求書（様式第７号）により，市長に請求し

なければならない。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第14条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 規則第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

⑶ 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。 



⑷ 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

⑸ 補助事業を中止又は廃止したとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令

に違反したとき。 

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は，第１項の規定による取消しをしたときは，所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通

知するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は，前条第１項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において，補助事業の当該取消

しに係る部分に関し，既に補助金を交付しているときは，期限を定めて，その返還を命じなければならない。 

２ 市長は，補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において，既にその額を超える補助金を交付して

いるときは，期限を定めて，当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。 

３ 第６条第２項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は，第10条第１項の報告の後に，当該補助金

に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは，その金額（同条第２項の規定により減額して報告した場合は，

減額した金額を超える金額）を速やかに所定の消費税仕入控除税額等報告書により市長に報告するとともに，

当該金額を返還しなければならない。 

（調査等） 

第16条 市長は，補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において，補助事業者に対し，書類の提出

若しくは報告を求め，又は必要な調査をすることができる。 

（整備保管） 

第17条 補助事業者は，補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに，補助事業の完了した日の属する

年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年10月15日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は，令和３年７月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱の施行の日にこの要綱による改正前の高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき 

交付決定を受けた補助金については，なお従前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は，令和４年７月28日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱の施行の日にこの要綱による改正前の高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき 

交付決定を受けた補助金については，なお従前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

 １ この要綱は，令和５年７月３日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱の施行の日にこの要綱による改正前の高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき 

交付決定を受けた補助金については，なお従前の例による。 



様式第１号（第６条関係） 

 

年 月 日 

 

 高知市長       様 

 

                            所在地 

                        申請者 名 称 

                            代表者（職・氏名）           

 

 

 

補助金交付申請書 

 

 

 高知市就労継続支援事業費補助金の交付を受けたいので，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第６条第

１項の規定により，関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。また，高知市事業等からの暴力団の排除

に関する規則第４条各号に掲げる者に該当しないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額      金        円 

 

２ 補助対象経費        金        円 

※ ３か月（４月～６月，７月～９月，10月～12月）分の補助対象経費ごとに申請してください。 

 

３ 添付書類 

⑴ 補助対象経費の内訳の分かる書類 

⑵ 対象利用者一覧表（受給者証番号及び氏名の分かるもの） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第７条関係） 

 

                                      高知市指令   第  号 

 

 

         様 

 

 

 

補助金交付決定通知書 

 

 

    年 月 日付けで交付申請のありました高知市就労継続支援事業費補助金については，高知市就労継続

支援事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により，下記のとおり交付することに決定しましたので通知しま

す。 

 

 

 

    年 月 日 

 

                              高知市長              

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定金額     金          円 

 

２ 交付の条件 

 ⑴ この補助金は，この通知書により交付決定を受けた事業以外に使用してはならない。 

 ⑵ 高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱を遵守すること。 

 ⑶ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第４条各号に掲げる者を契約の相手方とする等，当該

者を利することとなる行為をしてはならない。 

 ⑷ この指令に違反したときは，補助金の全部又は一部を返還させることがある。 

 ⑸ この補助金については，本市職員が調査し，又は監査委員が監査することがある。 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

年 月 日 

 

 

 高知市長       様 

 

 

                             所在地                   

                         申請者 名 称                   

                             代表者（職・氏名）            

 

 

 

補助事業変更等承認申請書 

 

 

    年 月 日付け 高知市指令  第  号により交付決定を受けた高知市就労継続支援事業費補助金に

ついて，下記のとおり事業内容の変更・中止・廃止をしたいので，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第

９条第１項の規定により，変更等の承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更等の理由 

 

２ 変更等の内容 

 

３ 補助金変更等申請額 

 

 

 

 

  



様式第４号（第10条関係） 

 

年 月 日 

 

 

 高知市長       様 

 

 

                             所在地                   

                         報告者 名 称                   

                             代表者（職・氏名）            

 

 

 

実績報告書 

 

 

    年 月 日付け 高知市指令  第  号により交付決定を受けた高知市就労継続支援事業費補助金

について，補助事業が完了したので，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第10条第１項の規定により，

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定金額      金        円 

 

２ 実績額            金        円 

 

３ 添付書類 

⑴ 実績額の内訳の分かる書類 

⑵ 対象利用者一覧表（受給者証番号及び氏名の分かるもの） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

  



様式第５号（第11条関係） 

 

高知市指令    第  号 

 

 

         様 

 

 

 

 

補助金額確定通知書 

 

 

 

    年 月 日付けで実績報告のありました高知市就労継続支援事業費補助金については，下記のとおり補

助金額を確定したので，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第11条の規定により通知します。 

 

 

     年 月 日 

 

高知市長            

 

 

 

記 

 

 

 補助金確定額      金        円 

 

 

  



様式第６号（第12条関係）    

 

年 月 日 

 

 高知市長       様 

 

                            所在地                 

                       請求者  名 称                 

                            代表者（職・氏名）      

 

補助金交付請求書 

 

    年 月 日付け 高知市指令  第  号により交付決定を受けた高知市就労継続支援事業費補助金に

ついて，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第12条第１項の規定により，下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付請求額     金        円 

 

２ 振込口座等 

委任関係 

※該当に☑してください。 
□ なし □ 請求委任 □ 受領委任 □ 請求受領委任 □ 受取人変更 

  

債権者登録番号           

※債権者登録番号のない場合は，以下の口座情報を記載してください。 

口座 

名義人 

フリガナ                     

氏名  

ゆうちょ

銀行 

通帳の記号 通帳の番号（右詰で記入） 

１    ０        １ 

ゆうちょ

銀行以外 

 

 

銀行 金庫  本店 口座番号（右詰で記入） 

農協 支店 
普通 

当座 
       

信組 労金 出張所 

 

３ 添付書類 債権者登録番号のない場合は，振込口座を確認できるもの 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第13条関係） 

 

年 月 日 

 

 高知市長       様 

 

                               所在地                 

                          請求者  名 称                 

                               代表者（職・氏名）          

 

 

 

補助金概算払請求書 

 

 高知市就労継続支援事業費補助金の概算交付を受けたいので，高知市就労継続支援事業費補助金交付要綱第13

条第２項の規定により，下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 概算払請求額 

 

  補助金交付決定金額     金        円 

 

  既 交 付 額     金        円 

 

  今 回 請 求 額     金        円 

 

２ 概算払を必要とする理由 

 

 

 

 

 


